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次期多摩市子ども・子育て支援事業計画（平成３２～３６年度）の策定について 

 

１ 子ども・子育て支援事業計画とは 

   子ども・子育て支援法に基づき、以下の事項について市町村の事業計画策定が義務化されている。 

①質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

③地域の子ども・子育て支援の充実 

 

２ 現計画からの変更点 

  事項 現計画 次期計画 

「子どもの貧困対策の推進に関

する法律」及び「子ども・若者育

成支援推進法」に基づく施策 

「基本事項以外の事項」に位置付

けた。 

多摩市版子ども・若者計画として、子

ども・子育て支援事業計画に包含す

る。 

 

３ 次期計画の位置付け（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 策定体制について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次多摩市総合計画

まちづくりに関する総合計画

教育振興プラン、地域福祉計画、障害福祉計画、食育推進計画、女と男がともに生きる行動計画 など

多摩市子ども・子育て支援事業計画

（計画期間：平成32～36年度）

母子保健計画

ひとり親家庭等自立促進計画

次世代育成支援行動計画

放課後子ども総合プラン

保育計画 子ども・若者計画

計画の位置付けイメージ図

上位計画

子ども・子育て支援法

児童福祉法

次世代育成支援対策推進法

母子保健法

子どもの貧困対策の推進に関する法律

子ども・若者育成支援推進法

母子及び父子並びに寡婦福祉法

児童虐待防止等に関する法律

関連計画

根拠法及び関連法

多摩市子ども・子育て会議

多摩市子育て・若者支援推進本部（理事者・部長）

推進本部下部組織

専門委員会（課長）

子ども・子育て部会

主に就学前の教育

や保育の総合的提

供、保育の量的確

保と質的改善、地域

の子ども・子育て支

援、子どもの貧困等

に関すること

子ども・若者部会

主に青年期のひき

こもりや自立等に関

することについて検

討

意見

協議

検討→案作成

◆策定支援業務委託

（調査票作成、集計・分析、

計画書作成・会議運営支援）

委託先：(株)コクドリサーチ

庁議
決定

◆事務局案に対して、ご意見を

いただきます。

◆大きな視点で見ていただく場

面と細かい視点で見ていただく

場面があります。どちらの視点

でご意見をいただくかは、その

都度お示しさせていただきます。

支援
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５ 策定スケジュール（予定） 

  

  

  
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

委員改選

第1回
本日

第2回
8/8

第3回 第4回 第1回 第2回 第3回 第4回

【報告】
計画策定の
概要

【審議】
ニーズ調査票
案

【報告】
ニーズ調査の
実施

【審議】
現計画の評価
計画の章立て

【報告】
ニーズ調査結
果の概要

【報告】
ニーズ調査報告
書
量の見込みにつ
いて

【審議】
計画原案
量の見込みに
対する確保方
策

【審議】
計画最終案

【審議】
計画（確定）

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

ニーズ調
査

☆調査
実施

◎報告
書作成

現計画の
評価

確保方策
の検討

計画策定
☆庁議
決定

事
務
局

平成３０年度 平成３１年度

多摩市子ども・
子育て会議

多摩市子ども・
子育て支援推進
本部

専門委員会

調査票案の作成

現計画の評価の作成

章立ての検討 計画素案の作成

パブコメ等

意見聴取 最終案の作成
計画最終校正

集計・分析

量の見込み

計画期間中の確保方策の検討

※進捗状況に応じて、臨時回を別途開催する場合あり（２～４回）


